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個人情報等の取扱いに関する個人情報保護委員会からの指導について 

 

 令和８年１月３０日（金）に公表した総務企画局人事部総務事務センターにおける「本市職員

の給与支給に係る文書の所在不明について」の事案に対し、同年４月２７日（月）、国の機関であ

る個人情報保護委員会から媒体の管理等について文書で指導を受けました。 

 本市としては、個人情報保護委員会による指導を真摯に受け止め、再発防止に向け、保有個人

情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じてまいります。 

 

１ 事案の概要 

  総務企画局人事部総務事務センターにおいて保管していた市長事務部局等の職員８，８６８

人に係る給与振込データ（平成２８年２月及び３月分）が記載された文書について、保存期間

の経過に伴い廃棄するため令和８年１月１６日に確認したところ、所在が不明となっているこ

とが判明したものです（別添報道発表資料参照）。 

 

２ 個人情報保護委員会からの指導 

（１）指導の名宛人 

   市長 

（２）指導の趣旨 

   個人情報の保護に関する法律（以下「法」といいます。）が求める保有個人情報の安全管理

のために必要かつ適切な措置のうち、媒体の管理等に不備が認められた。 

（３）指導の内容 

  ア 上記（２）の指導の趣旨を踏まえ、法等に基づき、必要かつ適切な措置を講ずること。 

イ 本事案について本市が報告した再発防止のための措置（文書の保存期間の延長の場合に

背ラベルの張り替え等を行い、延長後の廃棄年度を確認できるよう徹底すること等）を確

実に実施するとともに、以後、適切に運用し、継続的にその取り扱う保有個人情報の漏え

い等の防止その他保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずること。 

 

３ 今後の対応 

職員一人ひとりの個人情報は、組織が安全に保護すべき重要な資産であり、その管理を徹底

できなかったことは重大な問題であるため、再発防止に向け、保有個人情報の保管・廃棄のル

ールの周知徹底を行います。 

 

 

 問合せ先 

（個人情報保護委員会からの指導に関すること） 

 川崎市総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部 

  行政情報課情報公開担当 大西 

電話 ０４４－２００－３６５６ 内線２１７０２ 

（給与支給に係る文書に関すること） 

 川崎市総務企画局人事部総務事務センター 齊藤 

電話 ０４４－２００－０２１４ 内線２２２５１ 

川崎市（総務企画局） 




